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す
る
部
分
の
支
給
を
停
止
す
る
。

止
す
る
。

２

遺
族
厚
生
年
金
は
、
そ
の
受
給
権
者
が
第
四
十
四
条
の
四
第
一
項
の
申
出

（
新
設
）

（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
四
条
の
三
第
五
項
の
規
定
に
よ

り
第
四
十
四
条
の
四
第
一
項
の
申
出
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
場
合
に

お
け
る
当
該
申
出
を
含
む
。
）
を
し
た
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
全
額
の
支
給
を
停
止
す
る
。
当

該
遺
族
厚
生
年
金
の
受
給
権
を
取
得
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
当
該

申
出
を
し
た
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
月
分
の
当
該
遺
族
厚
生
年
金
に
つ
い
て

も
、
同
様
と
す
る
。

第
六
十
五
条

六
十
歳
に
達
す
る
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
遺
族
厚
生

第
六
十
五
条

第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
額
が
加
算
さ
れ
た
遺

年
金
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
日

族
厚
生
年
金
は
、
そ
の
受
給
権
者
で
あ
る
妻
が
当
該
被
保
険
者
又
は
被
保
険

か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
た
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
基
準
日
」

者
で
あ
つ
た
者
の
死
亡
に
つ
い
て
国
民
年
金
法
に
よ
る
遺
族
基
礎
年
金
の
支

と
い
う
。
）
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
の
月
分
に
つ
い
て
、
特
定
受
給
権
者

給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
そ
の
間
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
加
算

の
前
年
（
一
月
か
ら
九
月
ま
で
の
月
分
に
つ
い
て
は
、
前
々
年
と
す
る
。
次

す
る
額
に
相
当
す
る
部
分
の
支
給
を
停
止
す
る
。

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
所
得
が
、
国
民
年
金
法
第
九
十
条
第
一
項
（
第
一

号
又
は
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
国
民
年
金
の
保
険

料
を
納
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
さ
れ
る
所
得
の
額
を
勘
案
し
て
そ

の
者
の
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
に
規
定
す
る
扶
養
親

族
（
次
項
第
一
号
に
お
い
て
単
に
「
扶
養
親
族
」
と
い
う
。
）
の
有
無
及
び

数
に
応
じ
て
政
令
で
定
め
る
額
（
次
項
に
お
い
て
「
第
一
所
得
基
準
額
」
と

い
う
。
）
を
超
え
る
と
き
は
、
支
給
停
止
額
に
相
当
す
る
部
分
の
当
該
遺
族

厚
生
年
金
の
支
給
を
停
止
す
る
。

一

特
定
受
給
権
者
が
遺
族
基
礎
年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
期
間
が
な
い
場

合
（
次
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

六
十
歳
に
達
す
る
前
に
支
給
す

べ
き
事
由
が
生
じ
た
遺
族
厚
生
年
金
の
受
給
権
を
取
得
し
た
日

二

特
定
受
給
権
者
が
遺
族
基
礎
年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
期
間
が
な
く
、

か
つ
、
遺
族
基
礎
年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
子
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い

た
場
合

当
該
子
（
当
該
子
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
そ
の
全
て
の
子

）
の
当
該
遺
族
基
礎
年
金
の
受
給
権
が
消
滅
し
た
日

三

特
定
受
給
権
者
が
遺
族
基
礎
年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
期
間
が
あ
り
、
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か
つ
、
六
十
歳
に
達
す
る
日
前
に
当
該
遺
族
基
礎
年
金
の
受
給
権
が
消
滅

し
た
場
合

当
該
遺
族
基
礎
年
金
の
受
給
権
が
消
滅
し
た
日

２

前
項
の
支
給
停
止
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該

各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

特
定
受
給
権
者
の
前
年
の
所
得
が
第
一
所
得
基
準
額
を
超
え
、
国
民
年

金
法
第
九
十
条
の
二
第
三
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定

に
よ
り
国
民
年
金
の
保
険
料
の
四
分
の
一
を
納
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い

も
の
と
さ
れ
る
所
得
の
額
を
勘
案
し
て
そ
の
者
の
扶
養
親
族
の
有
無
及
び

数
に
応
じ
て
政
令
で
定
め
る
額
（
次
号
に
お
い
て
「
第
二
所
得
基
準
額
」

と
い
う
。
）
以
下
で
あ
る
場
合

前
年
の
所
得
の
額
か
ら
第
一
所
得
基
準

額
を
控
除
し
て
得
た
額
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額

二

特
定
受
給
権
者
の
前
年
の
所
得
が
第
二
所
得
基
準
額
を
超
え
る
場
合

第
二
所
得
基
準
額
か
ら
第
一
所
得
基
準
額
を
控
除
し
て
得
た
額
に
三
分
の

一
を
乗
じ
て
得
た
額
と
前
年
の
所
得
の
額
か
ら
第
二
所
得
基
準
額
を
控
除

し
て
得
た
額
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額

３

第
一
項
の
支
給
停
止
額
が
六
十
歳
に
達
す
る
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生

じ
た
遺
族
厚
生
年
金
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
遺
族
厚
生
年
金
の
全
部

の
支
給
を
停
止
す
る
。

４

特
定
受
給
権
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
該

当
す
る
間
、
前
三
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

一

障
害
厚
生
年
金
又
は
国
民
年
金
法
に
よ
る
障
害
基
礎
年
金
（
障
害
認
定

日
又
は
同
法
第
三
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
認
定
日
が
基
準
日
か
ら

起
算
し
て
二
年
を
経
過
す
る
日
前
で
あ
つ
て
、
当
該
二
年
を
経
過
す
る
日

（
当
該
障
害
厚
生
年
金
又
は
当
該
障
害
基
礎
年
金
の
請
求
を
す
る
こ
と
が

困
難
で
あ
る
場
合
と
し
て
政
令
で
定
め
る
場
合
に
よ
り
請
求
す
る
こ
と
が

で
き
な
か
つ
た
と
き
に
あ
つ
て
は
、
政
令
で
定
め
る
日
）
前
に
請
求
が
あ

つ
た
も
の
に
限
る
。
）
の
受
給
権
者
で
あ
つ
て
、
当
該
障
害
厚
生
年
金
の

支
給
事
由
と
な
つ
た
障
害
に
係
る
傷
病
が
障
害
等
級
に
該
当
す
る
程
度
の

障
害
の
状
態
に
該
当
し
、
又
は
当
該
障
害
基
礎
年
金
の
支
給
事
由
と
な
つ

た
障
害
に
係
る
傷
病
が
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
障
害
等
級
に
該
当
す
る

程
度
の
障
害
の
状
態
に
該
当
す
る
と
き
。
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二

第
三
十
八
条
第
一
項
、
第
六
十
四
条
又
は
次
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

六
十
歳
に
達
す
る
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
遺
族
厚
生
年
金
の
支

給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
と
き
。

三

天
災
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
由
が
あ
る
と
き
。

５

六
十
歳
に
達
す
る
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
遺
族
厚
生
年
金
の
支

給
が
次
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
停
止
さ
れ
て
い
る
特
定
受
給
権
者
が
同
項

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
そ
の
該
当
す
る
に
至
つ

た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
た
日
を
基
準
日
と
み
な
し
て
、
当
該
遺

族
厚
生
年
金
に
つ
い
て
、
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
を
適
用
す
る
。

６

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
六
十
歳
に
達
す
る
前
に
支
給
す
べ
き
事

由
が
生
じ
た
遺
族
厚
生
年
金
の
全
部
又
は
一
部
の
支
給
の
停
止
に
関
し
必
要

な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

７

第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
所
得
の
範
囲
及
び
そ
の
計
算
方
法
は
、

政
令
で
定
め
る
。

（
削
る
）

第
六
十
五
条
の
二

夫
、
父
母
又
は
祖
父
母
に
対
す
る
遺
族
厚
生
年
金
は
、
受

給
権
者
が
六
十
歳
に
達
す
る
ま
で
の
期
間
、
そ
の
支
給
を
停
止
す
る
。
た
だ

し
、
夫
に
対
す
る
遺
族
厚
生
年
金
に
つ
い
て
は
、
当
該
被
保
険
者
又
は
被
保

険
者
で
あ
つ
た
者
の
死
亡
に
つ
い
て
、
夫
が
国
民
年
金
法
に
よ
る
遺
族
基
礎

年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
六
十
六
条

子
に
対
す
る
遺
族
厚
生
年
金
は
、
配
偶
者
が
遺
族
厚
生
年
金
の

第
六
十
六
条

子
に
対
す
る
遺
族
厚
生
年
金
は
、
配
偶
者
が
遺
族
厚
生
年
金
の

受
給
権
を
有
す
る
期
間
、
そ
の
支
給
を
停
止
す
る
。
た
だ
し
、
配
偶
者
に
対

受
給
権
を
有
す
る
期
間
、
そ
の
支
給
を
停
止
す
る
。
た
だ
し
、
配
偶
者
に
対

す
る
遺
族
厚
生
年
金
が
次
項
又
は
次
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
支
給
を
停
止
さ

す
る
遺
族
厚
生
年
金
が
前
条
本
文
、
次
項
本
文
又
は
次
条
の
規
定
に
よ
り
そ

れ
て
い
る
間
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

の
支
給
を
停
止
さ
れ
て
い
る
間
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

特
定
受
給
権
者
が
、
遺
族
基
礎
年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
子
と
生
計
を
同

２

配
偶
者
に
対
す
る
遺
族
厚
生
年
金
は
、
当
該
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で

じ
く
す
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
六
十
歳
に
達
す
る
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
が

あ
つ
た
者
の
死
亡
に
つ
い
て
、
配
偶
者
が
国
民
年
金
法
に
よ
る
遺
族
基
礎
年

生
じ
た
遺
族
厚
生
年
金
の
支
給
を
停
止
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
子
（
当
該
子

金
の
受
給
権
を
有
し
な
い
場
合
で
あ
つ
て
子
が
当
該
遺
族
基
礎
年
金
の
受
給

が
二
人
以
上
い
る
と
き
は
、
そ
の
全
て
の
子
）
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

権
を
有
す
る
と
き
は
、
そ
の
間
、
そ
の
支
給
を
停
止
す
る
。
た
だ
し
、
子
に

該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
そ
の
該
当
す
る
に
至
つ
た
日
以
後
は
、
こ
の

対
す
る
遺
族
厚
生
年
金
が
次
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
支
給
を
停
止
さ
れ
て
い

限
り
で
な
い
。

る
間
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（併給の調整）
第三十八条　障害厚生年金は、その受給権者が他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付（当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。）
を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。老齢厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付（遺族厚生年金を除く。）又は同法による年金たる給付（老齢基礎年金及び付
加年金並びに障害基礎年金を除く。）を受けることができる場合における当該老齢厚生年金及び遺族厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付（老齢厚生年金を除く。）又は同法による年
金たる給付（老齢基礎年金及び付加年金、障害基礎年金並びに当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される遺族基礎年金を除く。）を受けることができる場合における当該遺族
厚生年金についても、同様とする。

（支給停止）
第六十四条　遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者
の死亡について労働基準法第七十九条の規定による遺族補償の支給が
行われるべきものであるときは、死亡の日から六年間、その支給を停止する。
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一

直
系
血
族
又
は
直
系
姻
族
（
特
定
受
給
権
者
で
あ
る
直
系
姻
族
を
除
く

。
）
の
養
子
と
な
つ
た
と
き
。

二

特
定
受
給
権
者
と
生
計
を
同
じ
く
し
な
く
な
つ
た
と
き
。

第
七
十
七
条

年
金
た
る
保
険
給
付
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

第
七
十
七
条

年
金
た
る
保
険
給
付
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

場
合
に
は
、
そ
の
額
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
き
、
そ
の
支
給
を
停
止
す
る
こ

場
合
に
は
、
そ
の
額
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
き
、
そ
の
支
給
を
停
止
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

と
が
で
き
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

障
害
等
級
若
し
く
は
国
民
年
金
法
第
三
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
障
害

二

障
害
等
級
に
該
当
す
る
程
度
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
年

等
級
に
該
当
す
る
程
度
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
年
金
た
る

金
た
る
保
険
給
付
の
受
給
権
を
有
し
、
又
は
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定

保
険
給
付
の
受
給
権
を
有
し
、
又
は
第
四
十
四
条
第
一
項
、
第
五
十
条
の

に
よ
り
そ
の
者
に
つ
い
て
加
算
が
行
わ
れ
て
い
る
子
が
、
正
当
な
理
由
が

二
第
一
項
、
第
六
十
二
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
六
十
二
条
の
三
第
一

な
く
て
、
第
九
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
従
わ
ず
、
又
は
同

項
の
規
定
に
よ
り
加
算
が
行
わ
れ
て
い
る
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
て

項
の
規
定
に
よ
る
診
断
を
拒
ん
だ
と
き
。

、
第
九
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
従
わ
ず
、
又
は
同
項
の
規

定
に
よ
る
診
断
を
拒
ん
だ
と
き
。

三

（
略
）

三

（
略
）

（
標
準
報
酬
が
改
定
さ
れ
、
又
は
決
定
さ
れ
た
者
に
対
す
る
保
険
給
付
の
特

（
標
準
報
酬
が
改
定
さ
れ
、
又
は
決
定
さ
れ
た
者
に
対
す
る
保
険
給
付
の
特

例
）

例
）

第
七
十
八
条
の
十
一

第
七
十
八
条
の
六
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

第
七
十
八
条
の
十
一

第
七
十
八
条
の
六
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

標
準
報
酬
が
改
定
さ
れ
、
又
は
決
定
さ
れ
た
者
に
対
す
る
保
険
給
付
に
つ
い

標
準
報
酬
が
改
定
さ
れ
、
又
は
決
定
さ
れ
た
者
に
対
す
る
保
険
給
付
に
つ
い

て
こ
の
法
律
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規

て
こ
の
法
律
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規

定
（
他
の
法
令
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
引
用
し
、
準
用
し
、
又
は
そ

定
（
他
の
法
令
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
引
用
し
、
準
用
し
、
又
は
そ

の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ

の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ

れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
当
該
保

れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
当
該
保

険
給
付
の
額
の
計
算
及
び
そ
の
支
給
停
止
に
関
す
る
規
定
そ
の
他
政
令
で
定

険
給
付
の
額
の
計
算
及
び
そ
の
支
給
停
止
に
関
す
る
規
定
そ
の
他
政
令
で
定

め
る
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

め
る
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

第
四
十
四

被
保
険
者
期
間
の
月
数

被
保
険
者
期
間
（
第
七
十
八
条

第
四
十
四

被
保
険
者
期
間
の
月
数

被
保
険
者
期
間
（
第
七
十
八
条

条
第
一
項

が
二
百
四
十
未
満

の
七
に
規
定
す
る
離
婚
時
み
な

条
第
一
項

が
二
百
四
十
以
上

の
七
に
規
定
す
る
離
婚
時
み
な

し
被
保
険
者
期
間
（
以
下
「
離

し
被
保
険
者
期
間
（
以
下
「
離

婚
時
み
な
し
被
保
険
者
期
間
」

婚
時
み
な
し
被
保
険
者
期
間
」

第六十七条　配偶者又は子に対する遺族厚生年金は、その配偶者又は子の所在が一年以上明らかでないときは、
遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、
その支給を停止する。
２　配偶者又は子は、いつでも、前項の規定による支給の停止の解除を申請することができる。


